専利法修正稿（2008年2月28日）に対する中国日本商会IPG会員の修正意見
1. 専利権を付与しない事由
(1) 関連条項

第6条2項　発明創造の完成が遺伝資源又は伝統知識に頼り、当該遺伝資源又は伝統知識の獲得又は利用が関係法律・法規の規定に違反したものには、専利権を付与しない。
(2) 研究論証

　①修正稿第6条2項は、「生物の多様性に関する条約」に関連するものと思われるが、「発明創造の完成が遺伝資源又は伝統知識に頼り」という文言は極めて不明確であるばかりか、後段の「関係法律・法規の規定に違反したもの」という文言もどのような些細な法令違反も含むとすると広きにすぎるという問題がある。このような不明確かつ広汎な規定を根拠に、専利権を付与しないという重大な結果を導くことは妥当でない。また、仮に当該遺伝資源又は伝統知識の獲得又は利用が関係法律・法規の規定に違反した場合は、別途、当該関係法律・法規の中で罰則等を規定すれば足りるはずである。

　②専利権を付与しない事由としては、むしろ、専利権の冒認出願を規定すべきである。中国では専利権の冒認出願が少なくないが、専利法の中では、専利権を付与しない事由として冒認出願が明記されていない。
(3) 立法提案

　①第6条2項を削除していただきたい。

　②専利権を付与しない事由として、冒認出願を明記していただきたい。
2. 「専利を出願する権利」（中国語では「申请专利的权利」）と「専利出願権」（中国語では「专利申请权」）の定義
(1) 関連条項

第11条1項　専利を出願する権利、専利出願権及び専利権を譲渡する場合、当事者が契約を締結しなければならない。
(2) 研究論証

修正稿では、「専利を出願する権利」、「専利出願権」及び「専利権」という３つの概念を使い分けていると思われるが、専利法に定義規定が無いため、それらの定義・範囲が必ずしも明らかでない。

(3) 立法提案

「専利を出願する権利」は専利出願する前の発明者等の利益、「専利出願権」は専利出願した後の地位を指すと思われるが、専利法に定義規定を明文化していただきたい。

3. 専利を出願する権利、専利出願権又は専利権を外国人等へ譲渡する際の技術輸出審査手続
(1) 関連条項

第11条2項　中国の単位又は個人が外国人、外国企業又は外国のその他の組織に専利を出願する権利、専利出願権又は専利権を譲渡する場合、技術輸出入管理に関係する法律、行政法規の規定に従い技術輸出審査手続をしなければならない。
(2) 研究論証

　①企業の研究開発活動がグローバル化している中で、本条項のような規制を置くことは、企業活動の妨げになる可能性がある。また、とくに技術輸出入管理を要する事項については技術輸出入管理関連法令で規定すれば足り、専利法にそのような規定を設ける必要はない。
　②現行法では、「専利出願権又は専利権を譲渡する場合」のみ認可を要するものとされていたのに対し、修正稿では、「専利を出願する権利」についても本条項の対象として、技術輸出審査手続を経ることを要求している。本条項では「専利を出願する権利」の「譲渡」の場合も技術輸出審査手続を経ることを要求しているが、「原始的帰属」の場合には本条項は適用されないと解釈してよいかということも問題となる。例えば、日本企業が中国企業に開発を委託する開発委託契約の中で、「開発により生じた成果は全て、初めから委託者である日本企業に帰属するものとする。」との規定を置いている場合、本条項の「譲渡」に該当しないことから本条項は適用されないと考えてよいかということが問題となるが、結論は不明である（なお、上記の場合、開発委託契約締結時においては、まだどのような発明等が生じるかが不明であるため、実際には、輸出入技術を禁止類・制限類・自由類に分類して規制する技術輸出入管理条例に従った手続を経ることは難しいという問題もある）。

　③仮に、外国人等に対し、専利を出願する権利、専利出願権又は専利権を譲渡する場合に技術輸出審査手続を経ることを要求すると、当該審査手続が遅延することにより、外国での特許出願準備や外国での特許権実施が影響を受けて遅延する可能性がある。
　
(3) 立法提案

　①本条項のように、外国人等への専利を出願する権利、専利出願権又は専利権を譲渡する場合に技術輸出審査手続を経ることを要求する規定は削除していただきたい。
　②仮に、外国人等に対し、専利出願権又は専利権を譲渡する場合に技術輸出審査手続を経ることを要求するとしても、「専利を出願する権利」の譲渡については、本条項の対象から明確に外していただきたい。

　③仮に、外国人等に対し、専利を出願する権利、専利出願権又は専利権を譲渡する場合に技術輸出審査手続を経ることを要求するとしても、その技術輸出審査手続が迅速になされるような制度としていただきたい。

4. 専利を出願する権利、専利出願権又は専利権の共有
(1) 関連条項

第15条　専利を出願する権利、専利出願権又は専利権が二つ以上の単位又は個人により共有される場合、別途約束がある場合を除き、以下の行為が所有者全体の許可を受けなくてはならない：

　（一）専利を出願する権利を譲渡する場合、

　（二）専利出願権を譲渡する又は専利出願を取り下げる場合、

　（三）専利権を譲渡、放棄する又は専利権を質入れする場合、

　（四）他人に独占実施権を許可する場合。

　専利権が二つ以上の単位又は個人により共有される場合、別途約束がある場合を除き、如何なる共有者でも単独で当該専利を実施することができる。
(2) 研究論証

　第15条1項（四）によると、他人に独占実施権を許可する場合、共有者全体の許可を受けなければならない。また、同条2項によると、共有者は単独で専利権を自己実施することができる。

ところで、専利権の他人への実施許諾には、①独占的実施許諾、②排他的実施許諾、③普通実施許諾の３種がある。独占的実施許諾は、１名のライセンシーのみが実施権を有し、ライセンサーですら実施できなくなるものをいう。排他的実施許諾は、ライセンサーと１名のライセンシーのみが実施権を有するものをいう。普通実施許諾は、ライセンサーとライセンシー（１名に限らない）が実施権を有するものをいう。
本条項は他人への実施許諾のうち、独占的実施許諾のみについて規定しており、排他的実施許諾及び普通実施許諾の場合について規定しておらず、共有者全員の許可を要するのか否か不明である。

　ちなみに、日本の特許法第73条3項は、他人に通常実施許諾する場合も共有者全員の同意が必要であると規定している。
(3) 立法提案

　他人への実施許諾のうち、排他的実施許諾及び普通実施許諾の場合についても明文で規定していただきたい。
5. 職務発明創造の発明者又は考案者に奨励・報酬を付与する単位
(1) 関連条項

第17条　専利権が付与された単位は、職務発明創造の発明者又は考案者に対し奨励を与えなければならず、発明創造専利が実施された後、その普及.応用の範囲及び取得した経済利益に基づき、発明者又は考案者に合理的な報酬を与えなければならない。

職務発明創造の発明者、考案者に対する奨励、報酬の支給方式及び金額は専利権を取得した単位と職務発明創造の発明者、考案者により約束する。約束がない場合、国の関係規定によって確定するものとする。
(2) 研究論証

①本条1項は、「専利権が付与された単位」の奨励・報酬の付与義務について規定している。しかし、職務発明創造の発明者又は考案者の属する企業に専利権が付与されない場合の取扱いが不明である（例えば、開発委託契約の中で、「開発により生じた成果は全て、初めから委託者に帰属するものとする。」との規定を置いている場合、受託者である企業は「専利権が付与された単位」に該当せず、本条項は適用されないと考えてよいか？また、上記の開発委託契約の場合、むしろ委託者である企業が「専利権が付与された単位」に該当するとして本条項が適用されることになってしまうのか？）ので、明確化すべきである。

②本条2項前段は、「専利権を取得した単位」と職務発明創造の発明者、考案者により約束が、奨励、報酬の支給方式及び金額について約定することを規定している。しかし、正確には、職務発明創造の発明者又は考案者の属する企業が専利権を取得しない場合もあるため、ここでは、「職務発明創造の発明者又は考案者が属する単位」というべきと思われる。

(3) 立法提案

　①本条1項の「専利権が付与された単位は、職務発明創造の発明者又は考案者に対し」を、「職務発明創造の発明者又は考案者が属する単位は、専利権が付与された場合のみ、その職務発明創造の発明者又は考案者に対し」と修正してはどうか。

　②本条2項の「専利権を取得した単位」を、「職務発明創造の発明者又は考案者が属する単位」と修正してはどうか。
6. 中国で完成した発明創造の外国出願
(1) 関連条項

第21条1項　如何なる単位又は個人でも中国で完成した発明創造を外国で専利出願する場合は、国務院専利行政部門の許可を得なければならない。国家の安全又は重大な公的利益に係り、秘密保持の必要がある場合を除き、国務院専利行政部門はそれを許可しなければならない。
2項　中国で完成した発明創造を中国で専利出願する場合、国務院専利行政部門に外国への専利出願請求を提出したと見なす。国務院専利行政部門が出願を受理して6ヶ月以内に、外国への専利出願を禁止する決定を下さなかった場合、出願者による外国への専利出願を許可したと見なされる。
(2) 研究論証

　もし第21条1項及び2項の立法趣旨が軍事技術の保護を目的とするのであれば、専利法ではなく、特別法において、国家の安全又は重大な公的利益に係るときのみ規制の対象とすれば足りるのであって、第21条1項及び2項のように全ての専利出願について、国務院専利行政部門の許可の対象とするのは規制があまりに広すぎる。しかも、「国家の安全又は重大な公的利益に係り、秘密保持の必要がある場合」という文言はあまりに抽象的で、どのような場合に許可が出るのか出ないのかも不明であり、不許可とされた場合の出願人の保護手段・救済手段も不明である。
　本条2項は、国務院専利行政部門が出願を受理して6ヶ月以内に、外国への専利出願を禁止する決定を下さなかった場合、許可があったものとみなすと規定している。しかし、6ヶ月という期間は長すぎるばかりか、中国で専利出願しないが外国で専利出願する場合には本条2項は適用されないという問題もある。

　もし第21条1項及び2項が規定された場合、中国の研究開発拠点では発明等を完成させず、中国での研究開発途中の成果を外国に移転し、外国で発明等を完成させるという運用が広まる可能性があると思われる。
(3) 立法提案

第21条1項及び2項を削除していただきたい。
7. 現有技術又は現有設計とみなさない場合
(1) 関連条項

第25条　専利を出願する発明創造は、出願日前6ヶ月以内に、以下何れかの方式で公衆に知れた場合、当該専利出願にとって本法でいう現有技術又は現有設計とみなさない。 

（1）中国政府が主催する又は認める国際展示会上で展示された場合。 

（2）規定された学術会議或いは技術会議上で発表された場合。 

（3）出願者の同意を得ずに、他人がその内容を漏洩した場合。
(2) 研究論証

　現有技術又は現有設計と見なさない場合が上記のとおり３つしか規定されていないが、日本法等と比べて狭いのではないか。

ちなみに、日本の特許法第30条は、①特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表する場合や、②特許を受ける権利を有する者が、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であって特許庁長官が指定するものに出品する場合をも、新規性喪失の例外としている。
(3) 立法提案

　日本の特許法第30条と同様、上記①及び②も、現有技術又は現有設計とみなさない場合に追加していただきたい。
8. 遺伝資源又は伝統知識に関するソースの明記
(1) 関連条項

第27条6項　発明創造の完成が遺伝資源又は伝統知識に頼る場合、出願者は専利出願文書の中に当該遺伝資源の直接ソースと原始ソース又は当該伝統知識のソースを明記しなければならない。出願者は遺伝資源の原始ソースを明記できない場合、その理由を説明しなければならない。
(2) 研究論証

　本条項は、「生物の多様性に関する条約」に関連するものと思われるが、「1.」の第6条2項の箇所で前述したとおり、「発明創造の完成が遺伝資源又は伝統知識に頼り、当該遺伝資源又は伝統知識の獲得又は利用が関係法律・法規の規定に違反した」場合を、専利権を付与しない事由に含めることは妥当でない。従って、第27条6項のように、当該遺伝資源の直接ソースと原始ソース又は当該伝統知識のソースの明記や理由説明を求めることは不要とすべきである。

(3) 立法提案

　本条項を削除していただきたい。

9. 意匠に関する簡単な説明などの文書の提出義務
(1) 関連条項

第28条　意匠専利の出願に当たって、願書、当該意匠の図面又は写真及び当該意匠に関する簡単な説明などの専利出願文書などの文書を提出しなければならない。
(2) 研究論証

自動車製品など大型商品で趣味性が高く、複雑な造形美が要求される商品は、商品コンセプト、メーカー独自のデザイン志向、開発時のデザイン流行など多様な要素を担当デザイナーの独自の感性で融合して創作するものであり、「簡単な説明」としてそのデザインの特徴を表現し尽すことは不可能である。
(3) 立法提案

当該意匠に関する簡単な説明などの文書の提出義務を削除していただきたい。
10. 意匠に関する簡単な説明は図形又は写真の解釈に用いることができる
(1) 関連条項

第59条2項　意匠権の保護範囲は、図面及び写真に示された当該意匠の専利製品を基準とし、簡単な説明は図形又は写真の解釈に用いることができる。

(2) 研究論証

意匠の模倣が高度化、巧妙化する現状においては、説明の内容により悪意ある侵害者の模倣行為を助長する結果となる可能性が高い。

(3) 立法提案

本条を削除していただきたい。
11. 公知技術の抗弁
(1) 関連条項

第64条　専利権侵害係争において、提訴された権利侵害者が自分の実施した技術又は設計が現有技術又は現有設計に属することを証明できる証拠を保有する場合、専利権侵害行為を構成しない。
(2) 研究論証

　本条にいう「現有技術又は現有設計」は、専利権出願時をいうのか、それとも、権利侵害行為時をいうのかが不明である。専利権出願時にはいまだ公知とはなっていなかったが権利侵害行為時には既に公知となっている場合に、専利権侵害にはならないとすると、権利侵害行為者を不当に利する一方、専利権者に不測の損害を与える。従って、本条にいう「現有技術又は現有設計」は、専利権出願時のものを指すとすべきである。
(3) 立法提案

　「現有技術又は現有設計」を、「当該専利権の出願時における現有技術又は現有設計」と修正していただきたい。
12. 事実根拠及び正当な理由無しに専利権を行使した者の賠償責任
(1) 関連条項

第65条　専利権者又は利害関係者が他人の利益を損害することを目的とし、事実根拠及び正当な理由無しで他人がその専利権を侵害したとして人民法院へ提訴し、又は専利事務を管理する部門に処理を請求して、相手に損失をもたらした場合、賠償責任を負わなければならない。
(2) 研究論証

言いがかり的な専利権乱用を防止しようとする趣旨は理解できるが、この規定による被疑侵害者からの賠償責任追求の乱発、権利濫用が懸念される。専利権保護の最も重要な手段である人民法院への提訴が阻害され、これにより発明創造の奨励、普及応用、科学技術の進歩と経済社会の発展という本法第1条に定める目的に制約が生じる懸念がある。特に被疑侵害者の地元の裁判所での「地方保護主義」が未だに問題視されている現状では、この懸念は大きい。
(3) 立法提案

本条は削除するか、又は実施細則その他の規則により権利濫用がなされないための具体的規定の創設、及び、この賠償請求の裁判管轄を北京市の人民法院に専属させるなど「地方保護主義」を払拭する措置がとられることを望む。
13. 損害賠償額を専利許諾使用料の「金額」を参照して合理的に確定する
(1) 関連条項

第68条1項3文　権利者の損失及び権利侵害者の獲得した利益ともその確定が困難な場合は、当該専利許諾使用料の金額を参照し、合理的に確定するものとする。
(2) 研究論証

さまざまな中国政府当局の努力により知財権侵害への対処がなされているものの、未だに中国での知財権侵害行為への明らかな減少傾向が確認できていない状況において、権利者救済としての損害賠償は、侵害行為への抑止効果としても機能し、知財権保護手段として非常に重要な役割を果たす。一部を除き専利権侵害が刑事処罰対象となっていない現行法制度では、とくに重要である。今回の賠償金額を低下させる規定は、知財権保護重視の考えと逆行する。侵害者の賠償金額が、信頼関係のある実施被許諾者の支払いと同額とする考え方は侵害行為のやり得となり侵害が横行する懸念がある。
(3) 立法提案

現行法のとおり、「当該専利許諾使用料の倍数を参照し」のままとしていただきたい。
14. 弁護士、専利代理人の費用
(1) 関連条項

第68条2項　専利権侵害賠償額はさらに権利者が権利侵害行為を差し止めるために支出した合理的費用を含めるものとする。
(2) 研究論証

専利権侵害訴訟はますます複雑化する傾向にあり、その対応のためには高度な知識と経験を有する代理人（弁護士、専利代理人）の参画が不可欠である。弁護士、専利代理人の費用が損害賠償として認定される必要がある。
(3) 立法提案

弁護士、専利代理人の費用が損害賠償として認定されるように、本規定をより具体的に規定するか、あるいは実施細則などにおいて具体的な規定をおくよう求める。
15. 意匠権者からの証拠保全申請が認められない実務運用
(1) 関連条項

第70条1項　証拠が消滅し、又は将来取得することが難しくなる恐れのある場合、専利権侵害行為を差し止めるために、専利権者または利害関係者は、提訴前、提訴時又は訴訟過程中に、人民法院に証拠保全を請求することができる。
(2) 研究論証
意匠権侵害事案において意匠権者から裁判所へ証拠保全申請をしても、被疑侵害者が意匠権無効審判の申請をすると、意匠権者からの証拠保全申請が認められない。この実務運用により、不当利益算定に必要な被疑侵害品の生産・販売数量や獲得利益の情報が収集できない。
(3) 立法提案

上記のような実務運用をしないことを、本条項又は実施細則などで規定していただきたい。
16. 権利侵害行為を知った又は知りえた日から2年以上経過後に権利行使した場合
(1) 関連条項

第72条　専利権侵害行為について、専利権者又は利害関係者が権利侵害行為を知った又は知りえた日から正当な理由無しで2年間を超えて、人民法院へ提訴又は専利事務を管理する部門に処理を請求する場合、権利侵害者は専利権者又は利害関係者による提訴又は処理を請求した日までの権利侵害行為について賠償責任を負わないものとする。但し、権利侵害行為が専利権者又は利害関係者による提訴又は処理請求の後に依然として継続する場合、権利侵害行為を差し止めなければならない。権利侵害者が合理的費用を支払う場合、関係専利を引き続き実施することができるものとする。
(2) 研究論証

　「知りえた日」の解釈として、中国で被疑侵害品の販売を開始した日と解釈されると、権利者にとって、広大な中国本土内をすべて監視することは現実的でなく、不当に侵害行為を助長する結果となる。
　本条の「専利権者又は利害関係者が権利侵害行為を知った又は知りえた日」は、実際上、はっきりと特定の日時を認定することは困難であり、極めて曖昧な概念である。専利権者又は利害関係者が、まだ権利行使期間内であると信じて権利行使したが、人民法院により、既に権利行使期間を経過したと認定されたからといって、専利権者又は利害関係者の権利行使が不当であるとは必ずしもいえないはずである。
また、本条の最後の文には、「権利侵害者が合理的費用を支払う場合、関係専利を引き続き実施することができるものとする」と記載されているが、「合理的費用」や「関係専利」が極めて漠然としているばかりか、権利侵害者に過大な権利・利益を与える規定となっており、妥当でない。侵害行為の継続を許すことは、市場での消費者の混乱をもたらし、知財保護に逆行する。
(3) 立法提案

　本条項を削除していただきたい。
あるいは、少なくとも、「知りえた日」という文言を削除するか、又は知財権保護の目的に沿って厳格に解釈されるように実施細則などで明確に規定していただきたい。
17. 専利権者又は利害関係者が権利主張しないことを信じさせる理由があったのに権利行使した場合
(1) 関連条項

第73条　専利権者又は利害関係者は、その成した意思表示が、許可を得ずにその専利を実施した単位又は個人に専利権者又は利害関係者は当該実施行為に対し権利主張をしないことを信じさせる理由があっていながら、その後人民法院へ提訴し、又は専利事務を管理する部門に処理を請求する場合、専利の実施を中止と実施単位又は個人に重大な損失をもたらす場合、実施単位又は個人は専利権者又は利害関係者の提訴、又は処理請求の日より以前の実施行為について、賠償責任を負わず、しかも関連専利を引き続き実施することができるものとする。
(2) 研究論証

　本条の「専利権者又は利害関係者は当該実施行為に対し権利主張をしないことを信じさせる理由があっていながら」は、実際上、はっきりとそのような事実を認定することは困難であり、極めて曖昧な概念である。専利権者又は利害関係者が権利主張しない旨の意思表示をしたのであれば、その後に権利主張することが認められず、損害賠償請求できなくなることは当然のことであり、あえて本条を規定するまでもない。しかし本条は、被疑侵害者にとって、「専利権者又は利害関係者は当該実施行為に対し権利主張をしないこと」を信じさせる理由があれば、（本当は専利権者又は利害関係者としては権利主張するつもりであったとしても、）その後の権利主張を認めない点で、不当に被疑侵害者を利する一方、専利権者又は利害関係者に不測の不利益を与えるものである。

　また、本条の最後の部分には、被疑侵害者が「関係専利を引き続き実施することができるものとする」と記載されているが、「関係専利」が極めて漠然としているばかりか、権利侵害者に過大な権利・利益を与える規定となっており、妥当でない。

(3) 立法提案

　本条項を削除していただきたい。

　あるいは、少なくとも、「権利主張をしないことを信じさせる理由」の具体的内容について、公正妥当な判断が確保されるように実施細則などで規定していただきたい。
18. 差止め命令を下すと「社会公的利益の損害に繋がる場合」
(1) 関連条項

第75条　専利権者が人民法院又は専利事務を管理する部門に、その専利権を侵害する行為への差止め命令を請求し、権利侵害者が関連専利の実施を中止すると社会公的利益の損害に繋がる場合、人民法院又は専利事務を管理する部門は権利侵害者による実施行為への差止め命令を下さないことができ、権利侵害者が引き続き関連専利を実施することができるものの、合理的な費用を支払わなければならない。
(2) 研究論証

　①本条の「社会公的利益の損害に繋がる場合」という文言は極めて漠然としており、このような抽象的な文言で侵害行為の継続を認めることは、侵害行為を横行させ、第1条の目的にもとる事態を招くおそれがあり、差止め命令の実効性がほとんど無くなってしまうおそれがある。例えば、侵害行為の差止めが当該企業の雇用問題となり「社会公的利益の損害に繋がる」などの不当な解釈、言い逃れが認められることのないようにする必要がある。逆に、中国での標準化技術たる専利権を根拠に、不当に差止め命令の申立てが提起されるおそれも懸念されるので、そのような場合には差止め命令を下せないように、本条に明文規定を追加するか、あるいは、公正な判断が確保されるように実施細則などで詳細を規定する必要もある。
　②本条の最後の部分には、「権利侵害者が引き続き関連専利を実施することができる」と記載されているが、「関係専利」が極めて漠然としているばかりか、権利侵害者に過大な権利・利益を与える規定となっており、妥当でない。

　③本条の最後の部分には、「合理的な費用を支払わなければならない」と記載されているが、「合理的な費用」が極めて漠然としているばかりか、専利権者に本来支払うべき合理的な実施料も支払わせるべきである。

(3) 立法提案

　本条項を削除するか、あるいは、もし本条項を残す場合、①「社会公的利益の損害に繋がる場合」という文言を本条で具体化するか、あるいは、その具体的内容について、公正な判断が確保されるように実施細則などで詳細を規定する、②「権利侵害者が引き続き関連専利を実施することができる」を「権利侵害者が引き続き当該専利を実施することができる」に修正する、③「合理的な費用を支払わなければならない」を「合理的な実施料及び費用を支払わなければならない」に修正することが必要である。
19.中国で完成した発明創造を、許可を得ずに外国に専利出願した場合
(1) 関連条項

第77条　如何なる単位又は個人でも国務院専利行政部門の許可を得ずに、中国で完成した発明創造を外国に専利を出願する場合、当該発明創造について中国で提出した専利出願に専利権を付与しないものとする。国家秘密を漏洩した場合、法に従ってその法的責任を追及するものとする。
(2) 研究論証

　もし第21条1項及び2項や本条の立法趣旨が軍事技術の保護を目的とするのであれば、専利法ではなく、特別法において、国家の安全又は重大な公的利益に係るときのみ規制の対象とすれば足りるのであって、第21条1項及び2項や本条のように全ての専利出願について、国務院専利行政部門の許可の対象とするのは規制があまりに広すぎる。

(3) 立法提案

　本条を削除していただきたい。
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